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東大阪大学短期大学部学則 

 

 

昭 和 4 0  年  4  月  １  日 制 定 

昭 和 4 1 ･ 4 2 ･ 4 3 ･ 4 4 ･ 4 5 ･ 4 8 一部改正 

昭 和 5 1 ･ 5 3 ･ 5 4 ･ 5 5 ･ 5 6 ･ 5 7 一部改正 

昭 和 5 8 ･ 5 9 ･ 6 0 ･ 6 1 ･ 6 2 一部改正 

平 成 元 ･ 2 ･ 3 ･ 4 ･ 5 ･ 6 ･ 8 ･ 9 ･ 1 1 一部改正 

平 成 12･13･14･15･16･17･18･19 一部改正 

平 成 1 9  年  9  月  1  日 一部改正 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本学は、教育基本法の示すところに従い、村上学園建学の精神と伝統に基づき、一般教養と共

に食物・介護福祉に関する実際的な専門の学芸を授け、家庭・社会の良き形成者を育成することを目

的とする。 

 

（自己点検・評価等） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動

等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価を行うにあたっての適切な項目については、別に定める。 

 

（名称） 

第３条 本学は、東大阪大学短期大学部と称する。 

 

（所在地） 

第４条 本学は、大阪府東大阪市西堤学園町３丁目１番１号に置く。 
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（学科及び学生定員） 

第５条 本学に設置する学科及びその学生定員は、次のとおりとする。 

学        科 コ ー ス 入学定員（学級数） 収 容 定 員 

実 践 食 物 学 科 
栄 養 士 コ ー ス ２５人（1学級） ５０人 

製菓衛生師コース ２５人（1学級） ５０人 

介 護 福 祉 学 科  ８０人（2学級） １６０人 

計  １３０人 ２６０人 

 

（各学科の人材養成目的） 

第５条の２ 各学科の人材養成目的は、次のとおりとする。 

 

【実践食物学科】 

 食べ物は、人が生きていくために必要であり、心と体の健康に深く関わっている。自ら興味・関心を持

って食の大切さを学び、全世代の人々が健康で豊かな食生活を営むことができるように実践的職業教育

を行い、社会に貢献できる人材を養成することを目的とする。 

 

【介護福祉学科】 

本学科は介護業界が深刻な人材不足という社会的問題を抱えている中で、介護保険を中心とした制度

を理解し、介護人材としての教養を備え、介護の考え方・コミュニケーション・計画立案といった介

護の基本を確実に修得した人材を養成することを目的とする。 

 

（修業年限） 

第６条 本学の修業年限は２年とする。ただし、学生は４年を超え在学することはできない。 

 

（長期履修制度） 

第６条の２ 前条の規定にかかわらず、本学において、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に

教育課程を履修し卒業することを希望する者があるときは、教授会において相当の資格があると認めた

ものにつき、本学の教育に支障がない場合に限り、学長が許可することができる。 

２ 長期履修学生に関する規程は別に定める。 

 

 

  

第２章 授業科目及び履修方法 

 

（授業科目） 

第７条 授業科目は、一般教養科目、専門科目及び教職科目とする。 

２ 授業科目はこれを必修と選択に分ける。 

３ 授業科目及びその単位数は別表１に定める。 

 

（授業単位） 

第８条 各授業科目に対する単位数は１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって
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構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等

を考慮して次の基準によって計算する。 

（１）講義及び演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業科

目については３０時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験、実習及び実技については、４５時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める

授業科目については３０時間又は４０時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評

価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数

を定めることができる。 

 

（授業の方法） 

第８条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により

行うものとする。 

２ 教授会が必要と認めた場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様な

メディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 教授会が必要と認めた場合には、前項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規

定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合に

ついても同様とする。 

４ 教授会が必要と認めた場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を

校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

 

（卒業の要件等） 

第９条 本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、別表１に定めるところにより、次のとおり

単位を修得しなければならない。 

学 科 コ ー ス 科 目 区 分 必 要 単 位 数 合 計 

実 践 食 物 学 科 

栄 養 士 コ ー ス 
一 般 教 養 科 目 

専 門 科 目 

１２単位以上 

５２単位以上 
６４単位以上 

製菓衛生師コース 
一 般 教 養 科 目 

専 門 科 目 

１２単位以上 

５２単位以上 
６４単位以上 

介 護 福 祉 学 科  
一 般 教 養 科 目 

専 門 科 目 

１２単位以上 

５２単位以上 
６４単位以上 

 

２ 第８条の２の授業のうち、多様なメディアを高度に利用した授業方法により修得する単位数は、 

３０単位を超えないものとする。 

 

３ 各学科において取得できる免許状及び資格の種類は次のとおりとする。 

学 科 コ ー ス 免 許 状 及 び 資 格 等 の 種 類 

実 践 食 物 学 科 栄 養 士 コ ー ス 

中学校教諭二種免許状（家庭） 

栄養教諭二種免許状 

栄養士免許証 

食品科学技術認定証書 

社会福祉主事任用資格 
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製菓衛生師コース 

製菓衛生師受験資格 

食品科学技術認定証書 

社会福祉主事任用資格 

※中学校教諭二種免許状（家庭） 

※他コース受講により取得 

介 護 福 祉 学 科  
介護福祉士受験資格 

社会福祉主事任用資格 

 

４ 教育職員免許状を取得しようとする者は、第１項に規定するもののほか、教育職員免許法並びに同

法施行規則に規定する科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

５ 栄養士の免許証を取得しようとする者は、栄養士法並びに同法施行規則に定める科目を履修し、そ

の単位を修得しなければならない。 

６ 学校図書館司書教諭の資格を取得しようとする者は、中学校教諭二種免許状を取得するもので、細

則３に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

７ 食品科学技術認定証書を取得しようとする者は、実践食物学科の学生で、第１項に規定するものの

ほか、細則４に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

８ 製菓衛生師の資格を取得しようとする者は、製菓衛生師法施行規則に基づく細則５に定める科目を

履修し、その単位を修得しなければならない。 

９ 介護福祉士の受験資格を取得しようとする者は、第１項に規定するもののほか、社会福祉士介護福

祉士学校指定規則に基づく細則６に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

10 教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得

した単位を、教授会の議を経て３０単位を限度として本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

11 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。 

12 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文

部科学大臣が別に定める学修を、教授会の議を経て本学における授業科目の履修とみなし、単位を与

えることができる。この場合、前２項により修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を限度

とする。 

13 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大学もしくは短期大学又は高

等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修において履修した授業科目

について修得した単位を、第１０項及び第１２項により修得したものとみなす単位数と合わせて３０

単位を限度として本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとして認定

することができる。なお、前３項により修得したものとみなす単位数と合わせる場合は４５単位を限

度とする。 

 

（高大連携授業科目の既修得単位の認定） 

第９条の２ 本学と高大連携の協定書を交わした高等学校に在籍する生徒等は、 

 当該協定に基づき、本学が開講する授業科目のうち指定した科目（以下、高大連携授業科目という。）を

履修することができる。 

２ 前項により修得した単位は、本学に入学した者についてのみ認められる。 

３ 高大連携授業科目の履修に関する規程は、別に定める。 
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（単位修得の認定） 

第１０条 単位修得の認定は原則として試験による。ただし、第８条第２項の授業科目については、適

切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 

２ 試験は毎学期末又は学年末に行うことを原則とする。 

 

（学習評価） 

第１１条 学習の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆとし、Ｃ以上を合格とする。 

 

第３章 学年・学期・休業日 

 

（学年） 

第１２条 学年は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

（学期等） 

第１３条 学年を分けて前期及び後期の２学期とする。 

 前期は４月１日から９月２０日までとし、後期は９月２１日から３月３１日までとする。 

２ 年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含めて、３５週にわたるものとする。 

 ただし、学校運営上、年度により一部変更することがある。 

 

（休業日） 

第１４条 休業日は次の通りとする。 

  日 曜 日   

  国民の祝日に関する法律に規定する休日 

  開学記念日  １月２５日 

  春季休業日  ３月１９日から３月３１日まで 

  夏季休業日  ８月１日から９月１０日まで 

  冬季休業日 １２月２２日から翌年１月７日まで 

 ただし、授業・試験等の都合により休業日を変更し、また休業日に授業を行うことがある。 

 

第４章 入学・休学・転学・転学科・退学・卒業・除籍 

 

（入学時期） 

第１５条 入学の時期は毎学年の始めとする。 

 ただし、転学及び再入学については、学期の始めとすることができる。 

 

（入学資格） 

第１６条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

（１）高等学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相当

する学校教育を修了したものを含む） 

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者 
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（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規程により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格し

た者 

（７）その他本学において、相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者  

 

（入学者の選考） 

第１６条の２ 前条の入学者の選考については別に定める。 

 

（入学手続） 

第１６条の３ 前条の規定による選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに入学

金を納付するとともに、所定の書類を提出しなければならない。 

 

（休学） 

第１７条 病気その他の事由により休学しようとする者は、保証人連署の上、学長に願い出てその許可

を受けなければならない。 

 ただし、病気を事由とする場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

２ 休学のための在籍料は別に定める。 

３ 休学の期間は１カ年を原則とし、特別の事情があると認めた場合は、さらに１カ年延長することが

できる。 

４ 休学期間中でもその事由が解消し、復学しようとする者は、学長に願い出てその許可を受けなけれ

ばならない。 

 

（転学） 

第１８条 本学から他の短期大学へ転学しようとする者は、その事由を具し、保証人連署の上、学長に

願い出てその許可を受けなければならない。 

２ 他の大学から本学へ転学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り選考の上、教授会の議

を経て相当年次に入学を許可することがある。 

 

 （転学科） 

第１８条の２ 本学の学生で他の学科に転学科を希望する場合は、当該学科において選考のうえ教授会

の議を経て、学長が転学科を許可するものとする。 

 

（再入学） 

第１９条 願い出により本学を退学した者が、退学後２カ年以内に再び本学へ入学を希望するときは、選

考の上、教授会の議を経て相当年次に入学を許可することがある。 

 

（退学） 

第２０条 退学しようとする者は，保証人連署捺印のうえ，所定の様式により退学願に学生証を添えて

提出し，学長の許可を受けなければならない。 
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（卒業） 

第２１条 本学に２年以上在学し、第９条に定める所定の単位を修得した者に対し、学長は教授会の議

を経て卒業の認定を行う。 

２ 卒業の認定を受けた者は、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。 

３ 卒業要件は満たすものの、介護福祉士の国家資格を授与されないものについては、卒業延期し、そ

の間に必要な単位を修得できるものとする。 

 

（除籍） 

第２２条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 

（１）在学期間が４年をこえ、なお卒業に必要な単位を修得していない者 

    ただし、休学期間は加えない。 

（２）授業料その他所定の費用の納入を怠り、催告を受けても納入しない者 

（３）長期間にわたり行方不明の者 

（４）死亡した者 

 

第５章 職員組織・教授会 

 

（職員組織）                   

第２３条 本学に学長、副学長、事務局長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他必

要な職員を置く。 

２ 本学に学長代行を置くことができる。学長代行は、学長から委嘱及び指示を受けた本学の日常業務

を執行する。 

３ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

 

（教授会の構成） 

第２４条 本学に教授会を置く。 

２ 教授会は、学長、学長代行、副学長及び教授・准教授・専任講師・助教をもって構成する。 

３ 事務局長は常に出席し意見を述べることができる。 

４ 学園の理事長及び学長が必要と認めた本学の職員は会議に列席することができる。 

 

（教授会の運営）    

第２５条 教授会は学長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 学長不在のときは、学長代行又は副学長が議長となる。 

 

（教授会の審議事項） 

第２６条 教授会は次の事項を審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了 

（２）学位の授与 

（３）前二号で掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要

なものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及びその他の教授会が置かれる組織の長（以下この項

において「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求

めに応じ、意見を述べることができる。 



8 

 

 

第６章 科目等履修生 

 

（科目等履修生） 

第２７条 本学の学生以外の者で１又は複数の授業科目の履修を願い出る者(以下｢科目等履修生｣と 

いう。)があるときは、学生の学習を妨げない限り、選考のうえ許可することがある。 

２ 科目等履修生に対する単位の授与については、第１０条及び第１１条の規定を準用する。 

３ 科目等履修生に関する規定は別に定める。 

４ 科目等履修生に関する選考料、履修料は別に定める。 

 

第７章 入学検定料・入学金・授業料等 

 

（入学検定料･入学金･授業料等） 

第２８条 本学の入学検定料・入学金・授業料等は別に定める。 

２ 授業料は２期に分け毎学期始めに納入するものとする。 

３ 一旦収受した納付金は原則として返還しない。 

 

第８章 図 書 館 

 

（図書館） 

第２９条 本学に図書館を設ける。この規定は別に定める。 

 

第９章 学 生 寮 

 

（学生寮） 

第３０条 本学に学生寮を設ける。この規定は別に定める。 

 

第１０章 賞  罰 

 

（表彰） 

第３１条 本学の学生で性行善良・学術優秀で他の学生の模範となる者は、教授会の議を経てこれを表

彰することがある。 

 

（懲戒） 

第３２条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、

学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は退学・停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２）正当の理由がなく出席常でない者 

（３）本学の秩序を乱し、その他学生としての本文に著しく反した者 
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第１１章 改 正 等 

 

（改正等） 

第３３条  本学則の改正は、第２６条第１項第３号に基づいて行うものとする。 

２ 本学則施行についての細則その他必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この学則は、昭和４０年４月１日から施行する。 

２ 施行に関する細則は、別にこれを定める。 

３ 本学則の改正は、昭和６２年４月１日から施行する。 ただし、第２７条の入学検定料・入学金・ 

授業料は昭和６２年度入学生から適用する。 

４ 本学則の改正は、平成元年４月１日から施行する。ただし、第２７条の入学検定料・入学金・授 

業料は平成元年度入学生から適用する。 

 

附 則 

５ 本学則の改正は、平成２年４月１日から施行する。 

  ただし、 第８条第２項教育職員免許法並びに同法施行規則に規定する授業科目及び単位数は平成 

２年度入学生から適用する。 

  なお、第２７条の入学検定料・入学金・授業料は平成２年度入学生から適用する。 

 

附 則 

６ 本学則の改正は、平成３年４月１日から施行する。 

  第４条に規定する学生定員は、平成８年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 

平 成 ３ 年 度 平 成 ４ 年 度 

～ 

平 成 ７ 年 度 

平 成 ８ 年 度 

学 科 専 攻 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

家 政 学 科 
服飾デザイン専攻 

食 物 栄 養 学 専 攻 

６０人 

１５０人 

９０人 

２５０人 

６０人 

１５０人 

１２０人 

３００人 

３０人 

１００人 

９０人 

２５０人 

 

附 則 

７ 本学則の改正は、平成３年４月１日から施行する。 

  ただし、第６条第３項に規定する授業科目及び単位数は平成３年度入学生から適用する。 

  なお、第２７条の入学検定料・入学金・授業料は平成３年度入学生から適用する。 

 

附 則 

８ 本学則の改正は、平成４年４月１日から施行する。 

  ただし、第６条第３項に規定する授業科目及び単位数は平成４年度入学生から適用する。 

  なお、第２７条の入学検定料・入学金・授業料は平成４年度入学生から適用する。 

 

附 則 

９ 本学則の改正は、平成５年４月１日から施行する。 
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  ただし、第８条第４項に規定する授業科目及び単位数は平成５年度入学生から適用する。 

 

附 則 

10 本学則の改正は、平成６年４月１日から施行する。 

  ただし、第９条第８項に規定する授業科目及び単位数は平成６年度入学生から適用する。 

 

附 則 

11 本学則の改正は、平成８年４月１日から施行する。 

  第５条に規定する学生定員は、平成１２年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 
平 成 ３ 年 度～ 

平 成１１年 度 

平 成 １２ 年 度 

学 科 専 攻 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

家 政 学 科 
服飾デザイン専攻 

食 物 栄 養 学 専 攻 

６０人 

１５０人 

１２０人 

３００人 

３０人 

１００人 

９０人 

２５０人 

 

附 則 

12 本学則の改正は、平成８年４月１日から施行する。 

  ただし、細則２並びに細則４については、平成８年度入学生から適用する。 

  なお、第２８条の入学検定料・入学金・授業料は平成８年度入学生から適用する。 

 

附 則 

13 本学則の改正は、平成９年４月１日から施行する。 

  ただし、第７条第３項に規定する授業科目及び単位数並びに第９条第９項に規定する各学科の各 

専攻において取得できる免許状及び資格の種類については平成９年度入学生から適用する。 

  なお、第９条第９項に規定する授業科目及び単位数は平成９年度入学生から適用する。 

 

 

附 則 

14 本学則の改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

  ただし、第９条第６項に規定する授業科目及び単位数は平成１１年４月１日から適用する。 

 

附 則 

15 本学則の改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

  ただし、第９条第８項に規定する授業科目及び単位数は平成１２年度入学生から適用する。 

  なお、第２８条の入学検定料・入学金・授業料等は平成１２年度入学生から適用する。 

  第５条に規定する学生定員は、平成１６年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 

学 科 専 攻 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

家 政 学 科 
服飾デザイン専攻 

食 物 栄 養 学 専 攻 

５８人 

１４６人 

１１４人 

２８８人 

５６人 

１４２人 

１１０人 

２８０人 

５４人 

１３８人 

１０６人 

２７２人 
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年            度 平成１５年度 平成１６年度 

学 科 専 攻 入 学 定 員 収 容 定 員 入 学 定 員 収 容 定 員 

家 政 学 科 
服飾デザイン専攻 

食 物 栄 養 学 専 攻 

５２人 

１３４人 

１０２人 

２６４人 

５０人 

１３０人 

１００人 

２６０人 

 

附 則 

16 本学則の改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

  ただし、第９条第１項に規定する授業科目及び単位数は平成１３年度入学生から適用する。 

 

附 則 

17 本学則の改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

なお、平成１３年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

  第５条に規定する学生定員は、平成１６年度までの間は、次のとおりとする。 

年 度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

学 科 専 攻 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収 容 定 員 

家 政 学 科 
生活デザイン専攻 

食物栄養学専攻 

５４人 

１３８人 

１０６人 

２７２人 

５２人 

１３４人 

１０２人 

２６４人 

５０人 

１３０人 

１００人 

２６０人 

 

附 則 

18 本学則の改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

第９条第４項、第５項及び第７項に規定する授業科目及び単位数は平成１４年度入学生から適用す

る。 

ただし、平成１３年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

なお、第２８条の入学検定料・入学金・授業料等は平成１４年度入学生から適用する。 

 

 

附 則 

19 本学則の改正は、平成１５年４月１日から施行する。 

  ただし、平成１４年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

第５条に規定する学生定員は、平成１６年度までの間は次のとおりとする。 

年 度 平成１５年度 平成１６年度 

学 科 専 攻 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

家 政 学 科 
生 活 デ ザ イ ン 専 攻 

食 物 栄 養 学 専 攻 

３２人 ８６人 ３０人 ６２人 

１０４人 ２４２人 １００人 ２０４人 

幼 児 教 育 学 科  １２０人 ２７０人 １２０人 ２４０人 

なお、第９条第８項、第９項に規定する授業科目及び単位数並びに第９条第１０項、第１１項及び

第１２項に規定する単位数は平成1５年度入学生から適用する。 

 

附 則 

20 本学則の改正は、平成１６年４月１日から施行する。 
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  ただし、平成１５年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附 則 

21 本学則の改正は、平成１７年４月１日から施行する。 

  ただし、平成１６年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附 則 

22 本学則の改正は、平成１８年４月１日から施行する。 

  ただし、平成１７年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附 則 

23 本学則の改正は、平成１８年４月１日から施行する。 

  ただし、第２１条の卒業については平成１８年３月１日から施行する。 

 

附 則 

24 本学則の改正は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

25 本学則の改正は、平成１９年４月１日から施行する。 

ただし、平成１８年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

  なお、中学校教育実習事前事後指導、中学校教育実習、栄養教育実習事前事後指導、栄養教育実習、

幼稚園教育実習事前事後指導、幼稚園教育実習Ⅰ、幼稚園教育実習Ⅱについては在学生にも適用す

る。 

 

附 則 

26 本学則の改正は、平成１９年９月１日から施行する。 

 

   附 則 

27 本学則の改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

  ただし、平成１９年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

   附 則 

28 本学則の改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

  ただし、平成１９年度以前の入学生については、介護保険事務士、レクリエーションインストラ 

クターの資格取得に係る、第９条(卒業の要件等)第２・８・９項およびそれに係る専門科目「介護 

保険事務」「ボランティア演習」を除き、従前のものを適用する。 

 

   附 則 

29 本学則の改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

 ただし、平成２０年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

   附 則 
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30 本学則の改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

 ただし、平成２０年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附 則 

31 本学則の改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

 ただし、平成２１年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附 則 

32 本学則の改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 ただし、平成２２年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附 則 

33 本学則の改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

34 本学則の改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

35 本学則の改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

  ただし、平成２５年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

なお、第９条(卒業の要件等)第２項認定ベビーシッター資格の取得、専門科目在宅保育の科目追 

加及び細則６認定ベビーシッター資格認定証履修細則については在学生にも適用する。 

 

   附 則 

36 本学則の改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

附 則 

37 本学則の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

  ただし、平成２７年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

 

   附 則 

38 本学則の改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

  ただし、平成２８年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

 

附 則 

39 本学則の改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

  ただし、平成２９年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

 

附 則 

40 本学則の改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

  ただし、平成３０年度以前の入学生については、別表１（３）、（４）、（５）及び細則４は、
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従前のものを適用する。 

 

附 則 

41 本学則の改正は、令和２年４月１日から施行する。 

ただし、平成３１年度以前の入学生については、別表１（２）製菓衛生師コース及び細則５、細則

７は従前のものを適用する。 

なお、第９条(卒業の要件等)第２項「製菓衛生師コースの社会福祉主事任用資格」取得については、

在学生にも適用する。 

 

附 則 

42 本学則の改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

43 本学則の改正は、令和４年４月１日から施行する。 

   ただし、令和３年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

 

附 則 

44 本学則の改正は、令和５年４月１日から施行する。 

   ただし、令和４年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

 

附 則 

45 本学則の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

  ただし、令和 5 年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

別表 2 については令和４年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

 

附 則 

46 本学則の改正は、令和７年４月１日から施行する。 

  ただし、令和 6 年度以前の入学生については、従前のものを適用する。 

 

附 則 

47 本学則の改正は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

  ただし、第 5 条の規定にかかわらず、実践保育学科の収容定員は、令和 8 年度から令和 10 年度 

  までは次のとおり定める。実践保育学科は令和 8 年度から募集を停止したことにより、当該学科に 

  在籍する者が当該学科に在籍しなくなった時に廃止する。 

  実践保育学科の在学生の取扱いは廃止まで、従前のとおりとする。  

 

年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

実践保育学科 40 人 40 人 0 人 

なお、別表１の科目名変更および単位数変更また新規追加科目については、在学生にも適用する。 
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別表 １ 

 

 

（１）実践食物学科（一般教養科目） 

授  業  科  目 
単 位 数 

備      考 
必  修 選 択 

哲 学  ２  

環 境 倫 理  ２  

文 学  ２  

国 語 表 現 法  ２  

歴 史 学  ２  

日 本 国 憲 法  ２  

社 会 学  ２  

心 理 学  ２  

化 学  ２  

生 物 学  ２  

情 報 処 理 論  ２ 講義・演習 

情 報 処 理 演 習  ２ 演習 

生 活 科 学  ２  

コミュニケーション英語Ⅰ  １ 演習 

コミュニケーション英語Ⅱ  １ 演習 

英 会 話  ２ 演習 

体 育Ⅰ  １ 講義・実技 

体 育Ⅱ  １ 講義・実技 

日 本 語 Ⅰ  １ 留学生のみ受講可能 

日 本 語 Ⅱ  １ 留学生のみ受講可能 

日 本 語 Ⅲ  １ 留学生のみ受講可能 

日 本 語 Ⅳ  １ 留学生のみ受講可能 

自分らしくいられるための言葉がけ（ペップトーク）  １  

脳のパフォーマンスアップ  １  

大 学 で 学 ぶ Ⅰ １   

大 学 で 学 ぶ Ⅱ １   

社 会 人 に な る に は Ⅰ １   

社 会 人 に な る に は Ⅱ １   

 

 

（２）実践食物学科  専 門 科 目 

栄養士コース 

種 別 授  業  科  目 
単 位 数 

備      考 
必  修 選 択 

家 政 

家 庭 経 営 学  １ 含・家族関係学 

家 庭 経 済 学  １  

被 服 学 (含 ・ 被 服 実 習 )  ２  

住 居 学  ２  

保 育 学  ２  

社会生活と健康 
公 衆 衛 生 学  ※２  

社 会 福 祉 概 論  ※２  

人体の構造と機能 

解 剖 生 理 学  ※２  

運 動 生 理 学  ※１  

生 化 学  ※２  



16 

 

生 化 学 特 論  ※２  

解 剖 生 理 学 実 験  ※１  

病 態 生 理 学  ※１  

食 品 と 衛 生 

食 品 学 総 論  ※２  

食 品 化 学 実 験  ※１  

実 践 食 品 学 実 習  ※１  

食 品 衛 生 学  ※２  

食 品 衛 生 学 実 験  ※１  

病 原 微 生 物 学  ※２  

栄 養 と 健 康 

栄 養 学 総 論  ※２  

ラ イ フ ス テ ー ジ と 栄 養  ※２  

栄 養 学 実 験  ※１  

臨 床 栄 養 学 Ⅰ  ※２  

臨 床 栄 養 学 Ⅱ  ※２  

応 用 栄 養 学 実 習  ※１  

臨 床 栄 養 学 実 習  ※１  

栄 養 の 指 導 

栄 養 指 導 総 論  ※２  

栄 養 指 導 各 論  ※２  

実 践 栄 養 指 導 実 習 Ⅰ  ※１  

実 践 栄 養 指 導 実 習 Ⅱ  ※１  

公 衆 栄 養 学  ※２  

給 食 の 運 営 

給 食 計 画 論  ※２  

給 食 実 務 論  ※１  

給 食 管 理 実 習 (校 内 )Ⅰ  ※１  

給 食 管 理 実 習 (校 内 )Ⅱ  ※１  

給 食 管 理 実 習 (校 外 )  ※１  

調 理 学  ※２  

調 理 学 実 習 Ⅰ  ※１  

調 理 学 実 習 Ⅱ  ※１  

そ の 他 科 目 

アンケート作成と簡単統計  ２ 含・演習 

食 生 活 論  １  

献 立 作 成 の 基 礎  ２  

食 品 学 各 論  ２  

給食管理実習(校外)事前事後指導   １  

製 菓 実 習  １  

ス ポ ー ツ 栄 養 学  ２  

卒 業 研 究 ２   

※ 栄養士養成課程の必修科目 

 

 

 

 

製菓衛生師コース 

種 別 授  業  科  目 
単 位 数 

備      考 
必  修 選 択 

衛 生 法 規 衛 生 法 規  ※２  

公 衆 衛 生 学 
公 衆 衛 生 学 Ⅰ  ※２  

公 衆 衛 生 学 Ⅱ  ※２  

食 品 学 
食 品 学 Ⅰ  ※２  

食 品 学 Ⅱ  ※２  

食 品 衛 生 学 

食 品 衛 生 学 Ⅰ  ※２  

食 品 衛 生 学 Ⅱ  ※２  

食 品 衛 生 学 Ⅲ  ※２  

食 品 衛 生 学 Ⅳ  ※２ 含・実習 

栄 養 学 
栄 養 学 Ⅰ  ※２  

栄 養 学 Ⅱ  ※２  
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社 会 社 会  ※２  

製 菓 理 論 

製 菓 理 論 Ⅰ  ※２  

製 菓 理 論 Ⅱ  ※２  

製 菓 理 論 Ⅲ  ※２  

製 菓 実 習 

洋 菓 子 基 礎 実 習  ※２  

製 パ ン 基 礎 実 習  ※２  

和 菓 子 基 礎 実 習  ※２  

洋 菓 子 専 門 実 習  ※２  

製 パ ン 専 門 実 習  ※３  

製 菓 専 門 実 習 Ⅰ  ※２  

製 菓 専 門 実 習 Ⅱ  ※３  

そ の 他 科 目 

調 理 学 総 論  ２  

調 理 学 実 習  １  

製 菓 演 習 Ⅰ  1  

製 菓 演 習 Ⅱ  1  

製 菓 演 習 Ⅲ  1  

インターンシップ実習Ⅰ  1  

インターンシップ実習Ⅱ  1  

製 菓 特 別 実 習 Ⅰ  1  

製 菓 特 別 実 習 Ⅱ  1  

卒 業 研 究 ２   

※ 製菓衛生師養成課程の必修科目 

 

（３）実践食物学科  教 職 科 目 

栄養士コース 

授  業  科  目 
単 位 数 

備      考 
必  修 選 択 

教 職 論  ２  

教 育 原 理  ２ 含・教育思想史 

教 育 心 理 学  ２  

特 別 支 援 教 育  ２ 演習 

教 育 社 会 論  １  

教 育 課 程 総 論  ２  

家 庭 科 教 育 法  ２  

道 徳 教 育 の 理 論 と 方 法  １  

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法  ２  

教 育 方 法 論  ２  

情 報 通 信 技 術 と 教 育  １  

生徒指導（進路指導含む。）  ２  

教 育 相 談  ２ 含・カウンセリング 

学 校 食 育 論 及 び そ の 実 際  ２  

中学校教育実習事前事後指導  １ 含・介護等体験 

中 学 校 教 育 実 習  ４ ２年次 

栄 養 教 育 実 習 事 前 事 後 指 導  １  

栄 養 教 育 実 習  １  

教 職 実 践 演 習 （ 中 学 校 ）  ２ 演習 

教 職 実 践 演 習 （ 栄 養 教 諭 ）  ２ 演習 
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（４）介護福祉学科  一般教養科目 

授  業  科  目 
単 位 数 

備      考 
必  修 選 択 

日 本 国 憲 法  ２  

社 会 学 ２   

政 治  ２  

経 営  ２  

国   際   理   解  ２  

多   文   化   共   生 ２   

文 学  ２  

数 学 （ 基 礎 ）  ２  

生 物 学  ２  

情 報 処 理 論 （ 統 計 ）  ２ 講義・演習 

体 育  １ 講義・演習 

英 語 Ⅰ  １ 演習 

英 語 Ⅱ  １ 演習 

中 国 語 Ⅰ  １ 演習 

中 国 語 Ⅱ  １ 演習 

韓 国 語 Ⅰ  １ 演習 

韓 国 語 Ⅱ  １ 演習 

自分らしくいられるための言葉がけ（ペップトーク）  １  

脳のパフォーマンスアップ  １  

大  学  で  学  ぶ  Ⅰ １   

大  学  で  学  ぶ  Ⅱ １   

社 会 人 に な る に は Ⅰ １   

社 会 人 に な る に は Ⅱ １   

日 本 語 Ⅰ  １ 演習・留学生等受講可能 

日 本 語 Ⅱ  １ 演習・留学生等受講可能 

日 本 語 Ⅲ  １ 演習・留学生等受講可能 

日 本 語 Ⅳ  １ 演習・留学生等受講可能 

 

 

（５）介護福祉学科  専 門 科 目 

授  業  科  目 
単 位 数 

備  考 
必  修 選 択 

人 間 の 尊 厳 と 自 立 支 援 2   

人間の理解とコミュニケーションの基礎Ⅰ 1  講義・演習 

人 間 の 理 解 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 基 礎 Ⅱ  1  講義・演習 

社 会 福 祉 2   

介護保険法と介護に関する諸制度 2   

介 護 の 基 本 Ⅰ 2   

介 護 の 基 本 Ⅱ 2   

介 護 の 基 本 Ⅲ 2   

介 護 の 基 本 Ⅳ 1  講義・演習 

介 護 の 基 本 Ⅴ 1  講義・演習 

介 護 の 基 本 Ⅵ 1  講義・演習 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技 術 Ⅰ 1  講義・演習 
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コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技 術 Ⅱ 1  講義・演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅰ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅱ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅲ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅳ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅴ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅵ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅶ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅷ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅸ  1 演習 

生 活 支 援 技 術 Ⅹ  1 演習 

介 護 過 程 Ⅰ 1  講義・演習 

介 護 過 程 Ⅱ 1  講義・演習 

介 護 過 程 Ⅲ 1  講義・演習 

介 護 過 程 Ⅳ 1  講義・演習 

介 護 過 程 Ⅴ 1  講義・演習 

介 護 総 合 演 習 Ⅰ  1 演習 

介 護 総 合 演 習 Ⅱ  1 演習 

 介 護 総 合 演 習 Ⅲ  1 演習 

介 護 総 合 演 習 Ⅳ  1 演習 

介 護 実 習 Ⅰ  6 実習 

介 護 実 習 Ⅱ  4 実習 

人 間 の 成 長 と 老 年 期 の 理 解Ⅰ  2  

人 間 の 成 長 と 老 年 期 の 理 解Ⅱ  2  

認知症のこころとからだの変化Ⅰ  2  

認知症のこころとからだの変化Ⅱ  2  

障 害 福 祉 Ⅰ  2  

障 害 福 祉 Ⅱ  2  

こ こ ろ と か ら だ の し く み Ⅰ  2  

こ こ ろ と か ら だ の し く み Ⅱ  2  

こ こ ろ と か ら だ の し く みⅢ  2  

こ こ ろ と か ら だ の し く みⅣ  2  

医 療 的 ケ ア Ⅰ  2  

医 療 的 ケ ア Ⅱ  2  

医 療 的 ケ ア Ⅲ  1 講義・演習 
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別表 ２ 

 

入学検定料・入学金・授業料等 
 

項  目 検 定 料 入 学 金 授 業 料 施 設 設 備 費 

金  額 30,000円 280,000円 年額   750,000円 年額  200,000円 

 

項  目 学 科 コ ー ス 金            額 

実 

験 

実 

習 

料 

実 践 食 物 学 科 

栄 養 士 コ ー ス 年額   130,000円 

製菓衛生師コース 年額   130,000円 

介 護 福 祉 学 科  年額   150,000円 

 

項  目 科目等履修生選考料 科目等履修生履修料 

金  額 5,000円 １単位  20,000円 

  ※選考料は、学期ごとに徴収する。 

    なお、休学者の在籍料は、学期ごとに３万円とする。 
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細則１ 

 
科  目  等  履  修  生  細  則 

 
第１条  本学で定められた各学科のうち、本学の学生以外の者で科目等履修生を志望する者が
あるときには、第１６条の規定する入学資格を有し、相当の学力があると認められた場合に
限り、教授会の承認を得て許可することがある。 

第２条  科目等履修生を志願する者は、願書に履修しようとする授業科目及び期間を記し、履
歴書を添え学長に願い出なくてはならない。 

第３条  科目等履修生は学期又は学年毎に許可する。 
第４条  科目等履修生で講義・演習又は実験等に定められた回数を出席し試験に合格した者に
は、教授会の承認を得て単位を与え、その科目の修了証明書を授与することができる。 

第５条  前条の単位は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）別表第１備考第５号の
大学が認定した単位として使用することができる。 

第６条  科目等履修生が１学期間に受講できる単位は１５単位以内とする。 
 

附  則 
１  本細則は平成  ４年 ４月 １日から適用する。 
２  聴講生履修細則（昭和４４年４月１日細則１）は、廃止する。 

 

附  則 

本細則は平成  ６年 ４月 １日から適用する。 
 

附  則 

本細則は平成１３年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

本細則は平成１８年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

本細則は平成２３年 ４月 １日から適用する。 
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細則２ 
 

栄 養 士 養 成 課 程 履 修 細 則 
 
第１条  学則第９条第５項の規定により、本学実践食物学科栄養士コースを栄養士養成課程と
する。 

第２条 栄養士養成課程は栄養士法第１条に規定する栄養士の養成を目的とする。 
第３条 栄養士養成課程の定員は２５名とする。 
第４条  栄養士養成課程を履修できる者は入学時において学長の許可を受け、かつ実践食物学
科に在籍する者に限る。なお、規定単位数を修得しないで卒業し、後になって卒業した栄養
士養成課程において不足単位を補った場合は、栄養士免許証の取得資格を得ることができる。 

第５条  栄養士養成課程の修業年限は２年とする。 
第６条  栄養士養成課程への転入学は認めない。ただし、他の大学の栄養士養成課程の在学者
であって残余の履修科目を本学栄養士養成課程において履修することが可能であると認め
られた者に限り、転入学を許可することがある。 

第７条  栄養士養成課程の在籍者は、次表に掲げる栄養士法施行規則に定める必修科目を履修
し、単位を修得しなければならない。 

第８条  栄養士養成課程履修の認定は、所定時間についての出席・試験・研究論文・レポート・
実験・実習・その他による成績審査に合格した者とする。 

 
附  則 

本細則は昭和５１年 ４月 １日から適用する。 
附  則                    

本細則は平成  ２年 ４月 １日から適用する。 
附  則                  

本細則は平成  ５年 ４月 １日から適用する。 
附  則                 

本細則は平成  ６年 ４月 １日から適用する。 
附  則                  

本細則は平成  ８年 ４月 １日から適用する。 
附  則                  

本細則は平成１２年 ４月 １日から適用する。 
附  則                  

本細則は平成１３年 ４月 １日から適用する。 
附  則 

１  本細則は平成１４年 ４月 １日から適用する。 
２  平成１３年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

附  則 
１  本細則は平成１８年 ４月 １日から適用する。 
２  平成１７年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

附  則 
１  本細則は平成１８年 ４月 １日から適用する。 
２  平成１７年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

附  則 
１  本細則は平成２１年 ４月 １日から適用する。 
２  平成２０年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

附  則 
１  本細則は平成２１年 ４月 １日から適用する。 
２  平成２０年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

附  則 
１  本細則は平成２２年 ４月 １日から適用する。 
２  平成２１年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

附  則 
１  本細則は平成２８年 ４月 １日から適用する。 
２  平成２７年度以前の入学生については従前のものを適用する。 
   附 則 
１  本細則は平成２９年４月１日から適用する。 
２  平成２８年度以前の入学生については従前のものを適用する。 
   附 則 

本細則は平成３１年４月１日から適用する。 
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附 則 
１  本細則は令和７年４月１日から適用する。 
２  令和６年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

 

栄 養 士 養 成 課 程 必 修 科 目 及 び 単 位 数 

必 修 科 目 

単 位 数 

履修方法 備 考 
計 

講義 実験  

 実技  

演習 実習 実習 

 (校内) (校外) 

一 般 教 養 科 目 ( 選 択 必 修 科 目 )  

哲 学 

１２ 

単位 

以上 

２   講義 

 

環 境 倫 理 ２   講義 

文 学 ２   講義 

国 語 表 現 法 ２   講義 

歴 史 学 ２   講義 

日 本 国 憲 法 ２   講義 

社 会 学 ２   講義 

心 理 学 ２   講義 

化 学 ２   講義 

生 物 学 ２   講義 

情 報 処 理 論 ２   講義･演習 

情 報 処 理 演 習 ２   演習 

生 活 科 学 ２   講義 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 ２   演習 

英 会 話 ２   演習 

体 育 ２  講義･実技 

専 門 科 目 （ 必 修 科 目 ） 
 

教 育 内 容 科 目 名 

社 会 生 活 と 健 康 
公 衆 衛 生 学 

４ 
２   講 義  

社 会 福 祉 概 論 ２   講義･演習  

人 体 の 構 造 と 機 能 

解 剖 生 理 学 

９ 

２   講 義  

運 動 生 理 学 １   講 義  

生 化 学 ２   講 義  

生 化 学 特 論 ２   講 義  

解 剖 生 理 学 実 験  １  実 験  

病 態 生 理 学 １   講 義  

食 品 と 衛 生 

食 品 学 総 論 

９ 

２   講 義  

食 品 化 学 実 験  １  実 験  

実 践 食 品 学 実 習  １  実 習  

食 品 衛 生 学 ２   講 義  

食 品 衛 生 学 実 験  １  実 験  

病 原 微 生 物 学 ２   講 義  

栄 養 と 健 康 

栄 養 学 総 論 

11 

２   講 義  

ラ イ フ ス テ ー ジ と 栄 養 ２   講 義  

栄 養 学 実 験  １  実 験  

臨 床 栄 養 学 Ⅰ ２   講 義  

臨 床 栄 養 学 Ⅱ ２   講 義  

応 用 栄 養 学 実 習  １  実 習  

臨 床 栄 養 学 実 習  １  実 習  

栄 養 の 指 導 

栄 養 指 導 総 論 

８ 

２   講 義  

栄 養 指 導 各 論 ２   講 義  

実 践 栄 養 指 導 実 習 Ⅰ  １  実 習  

実 践 栄 養 指 導 実 習 Ⅱ  １  実 習  

公 衆 栄 養 学 ２   講 義  

給 食 の 運 営 

給 食 計 画 論 

10 

２   講 義  

給 食 実 務 論 １   講 義  

給 食 管 理 実 習 (校 内 )Ⅰ  １  実 習  

給 食 管 理 実 習 (校 内 )Ⅱ  １  実 習  

給 食 管 理 実 習 (校 外 )   １ 実 習  

調 理 学 ２   講 義  

調 理 学 実 習 Ⅰ  １  実 習  

調 理 学 実 習 Ⅱ  １  実 習  

専 門 科 目 合 計 51 37 13 １   

合 計 63 62 １   
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細則３ 

 
                  学校図書館司書教諭資格取得の履修細則 
 
 

第１条  学校図書館司書教諭の資格を取得するための科目を履修し、単位を修得できる者は、

中学校教諭二種免許状を取得するものでなければならない。 

第２条  学校図書館司書教諭の資格を取得するための科目及び単位は次のとおりとする。 

 

科                            目 単  位 

学 校 経 営 と 学 校 図 書 館 ２ 

学 校 図 書 館 メ デ ィ ア の 構 成 ２ 

学 習 指 導 と 学 校 図 書 館 ２ 

読 書 と 豊 か な 人 間 性 ２ 

情 報 メ デ ィ ア の 活 用 ２ 

 

第３条  前条に規定する科目を履修し、単位を修得した者で、学校図書館司書教諭の資格を取

得しようとする者は、学校図書館司書教諭講習規程第６条による修了証書の授与が必要であ

るので卒業後学校図書館法第５条の規定に基づいて開催される学校図書館司書教諭講習受

講の手続きを行い、この旨を本学に通知するものとする。 

 

附  則 

本細則は昭和４５年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

本細則は平成１１年 ４月 １日から適用する。 
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細則４ 

 

食品科学技術認定証書取得の履修細則 

 

第１条  食品科学技術認定証書を取得し、フードサイエンティストと称するための科目を履修

し、単位を修得できる者は、本学実践食物学科に在籍する者に限る。 

第２条  食品科学技術認定証書を取得するための科目及び単位は次のとおりとする。 

 

分   野 計 

栄養士コース 製菓衛生師コース 

科           目 単位 
履修 

方法 
科      目 単位 

履修 

方法 

基 

礎 

必 

修 

科 

目 

食品科学分野 ６ 

４ 
食品学総論 

食品学各論 

２ 

２ 

講義 

講義 

食品学Ⅰ 

食品学Ⅱ 

２ 

２ 

講義 

講義 

２ 
食品化学実験 

実践食品学実習 

１ 

１ 

実験 

実習 

製菓特別実習Ⅰ １ 実習 

食品微生物学 

分野 
５ 

４ 
食品衛生学 

病原微生物学 

２ 

２ 

講義 

講義 

食品衛生学Ⅰ 

食品衛生学Ⅱ 

２ 

２ 

講義 

講義 

１ 
食品衛生学実験 

１ 実験 
食品衛生学Ⅳ

(含・実習) 

２ 講義 

実習 

小   計 １１  １１   １１  

特 
 
 

別 
 
 

研  
 

修 

特別研修 ９ 

４ 
解剖生理学 

生化学 

２ 

２ 

講義 

講義 

製菓理論Ⅰ 

調理学総論 

２ 

２ 

講義 

講義 

５ 

栄養学実験 

実践栄養指導実習Ⅰ 

給食管理実習Ⅱ 

調理学実習Ⅰ 

調理学実習Ⅱ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

実験 

実習 

実習 

実習 

実習 

洋菓子基礎実習 

製パン基礎実習 

調理学実習 

２ 

２ 

１ 

実習 

実習 

実習 

小  計 ９  ９   ９  

資格認定研修 研修会に参加 

 

第３条  前条に規定する科目を履修し、単位を修得した者で、食品科学技術認定証書を取得しよ

うとする者は、所定の手続を経て食品科学技術認定証書の授与を願い出ることができる。 

 

附  則 

本細則は平成１５年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

１  本細則は平成１８年 ４月 １日から適用する。  

２  平成１７年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附  則 

１  本細則は平成２１年 ４月 １日から適用する。  

２  平成２０年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附  則 

１  本細則は平成２２年 ４月 １日から適用する。  

２  平成２１年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附  則 

  本細則は平成２３年 ４月 １日から適用する。 
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附  則 

１  本細則は平成２８年 ４月 １日から適用する。 

２  平成２７年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附  則 

１  本細則は平成２９年 ４月 １日から適用する。 

２  平成２８年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附  則 

１  本細則は令和２年 ４月 １日から適用する。 

２  平成３１年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附  則 

１  本細則は令和６年 ４月 １日から適用する。 
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細則５ 

製 菓 衛 生 師 養 成 課 程 履 修 細 則 

 

第１条  学則第９条第９項の規定により、本学実践食物学科製菓衛生師コースを製菓衛生師養

成課程とする。 

第２条  製菓衛生師養成課程の定員は２５名とする。 

第３条  製菓衛生師養成課程の修業年限は２年とする。 

第４条  製菓衛生師養成課程を履修できる者は、学長の許可を受け実践食物学科に在籍する者

に限る。なお、規定単位数を修得しないで卒業し、後になって卒業した製菓衛生師養成課程に

おいて不足単位を補った場合は、製菓衛生師受験資格を得ることができる。 

第５条  製菓衛生師養成課程の在籍者は、製菓衛生師法施行令に定める別表の科目を履修し、単

位を修得しなければならない。 

第６条  前条に基づく製菓衛生師養成課程の科目履修の単位及び時間数は、別表のとおりとす

る。 

第７条  製菓衛生師養成課程への転入学は認めない。ただし、他の大学の在学者であって残余の

履修科目を本学において履修することが可能であると認められた者に限り、転入学を許可す

ることがある。 

第８条  製菓衛生師養成課程において、各授業科目の出席時間数が３分の２に満たない者につ

いては、認定試験を認めない。 

第９条  製菓衛生師の免許を取得するには、本学製菓衛生師養成課程を修了した後、指定試験機

関が実施する製菓衛生師試験に合格しなければならない。 

 

附  則 

本細則は平成２９年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

本細則は平成３１年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

１  本細則は令和２年 ４月 １日から適用する。 

２  平成３１年度以前の入学生については従前のものを適用する。 

 

附  則 

１  本細則は令和７年 ４月 １日から適用する。 

２  令和６年度以前の入学生については従前のものを適用する。 
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製菓衛生師養成施設指定基準に基づく教科科目 

 

養成施設指定基準 本学で開設する授業科目 

教科科目 総時間数 授業科目 
講義
時間 

実習
時間 

単位数 
必・
選 

備考 

衛生法規 30 衛生法規 30   2 必修   

公衆衛生学 60 
公衆衛生学Ⅰ 30   2 必修   

公衆衛生学Ⅱ 30   2 必修   

食品学 60 
食品学Ⅰ 30   2 必修   

食品学Ⅱ 30   2 必修   

食品衛生学 120 

食品衛生学Ⅰ 30   2 必修   

食品衛生学Ⅱ 30   2 必修   

食品衛生学Ⅲ 30   2 必修   

食品衛生学Ⅳ(含・実習) 6  24 2 必修   

栄養学 60 
栄養学Ⅰ 30   2 必修   

栄養学Ⅱ 30   2 必修   

社会 30 社会 30   2 必修   

製菓理論 90 

製菓理論Ⅰ 30   2 必修   

製菓理論Ⅱ 30   2 必修   

製菓理論Ⅲ 30   2 必修   

製菓実習 480 

洋菓子基礎実習   60 2 必修   

製パン基礎実習   60 2 必修   

和菓子基礎実習   60 2 必修   

洋菓子専門実習   60 2 必修   

製パン専門実習   90 3 必修   

製菓専門実習Ⅰ   60 2 必修   

製菓専門実習Ⅱ   90 3 必修   

    計     46     
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細則６ 
介 護 福 祉 士 養 成 課 程 履 修 細 則 

 
 
第１条  学則第９条第１０項の規定により、本学介護福祉学科を介護福祉士養成課程とする。 

第２条  介護福祉士養成課程の定員は２学級として８０名とする。 

第３条  介護福祉士養成課程の修業年限は２年とする。 

第４条  介護福祉士養成課程を履修できる者は、学長の許可を受け介護福祉学科に在籍する者

に限る。 

第５条  介護福祉士養成課程の在籍者は、社会福祉士介護福祉士学校指定規則（平成２０年文

部科学省・厚生労働省令第２号）に定める別表の科目を履修し、単位を修得しなければなら

ない。 

第６条  前条に基づく介護福祉士養成課程の科目履修の単位及び時間数は、別表のとおりとす

る。 

第７条  介護福祉士養成課程への転入学は認めない。 

第８条 介護福祉士養成課程履修の認定は、各授業科目の出席時間数が３分の２（介護実習につい

ては５分の４）を満たし、試験・レポート・実習・その他による成績審査に合格した者とする。 

 

附  則 

本細則は平成３０年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

本細則は令和２年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

本細則は令和３年 ４月 １日から適用する。 

 

附  則 

１ 本細則は令和５年４月１日から適用する。 

２ 令和 4 年度以前の入学生については、別表１（６）（７）介護福祉学科及び細則８は従前の

ものを適用する。 
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介護福祉士養成施設指定基準に基づく教科科目 

 

区
分 

養成施設指定基準 本 学 で 開 設 す る 授 業 科 目  

科 目 時間数 授 業 科 目 時間数 単位数 必･選 備 考 

人 

間 

と 

社 

会 

専
門
科
目 

人間の尊厳と自立  30 人間の尊厳と自立支援 (講義) 30 2 必修  

人間関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 60 
人間の理解とコミュニケーションの基礎Ⅰ (講義・演習) 30 1 必修  

人間の理解とコミュニケーションの基礎Ⅱ  (講義・演習) 30 1 必修  

社 会 の 理 解  60 
社 会 福 祉 (講義) 30 2 必修  

介護保険法と介護に関する諸制度  (講義) 30 2 必修  

一
般
教
養
科
目 

選 択 科 目 90 

日 本 国 憲 法  (講義) 

90 8 選択 

※社会

学、多

文化共

生は必

修 

社 会 学  (講義) 

政 治 (講義) 

経 営 (講義) 

多 文 化 共 生 (講義) 

国  際  理  解 (講義) 

数 学 （ 基 礎 ） (講義) 

生 物 学  (講義) 

情報処理論（統計） （演習） 

介 
 

護 

専
門
科
目 

介 護 の 基 本  180 

介 護 の 基 本 Ⅰ (講義) 30 2 必修  

介 護 の 基 本 Ⅱ (講義) 30 2 必修  

介 護 の 基 本 Ⅲ (講義) 30 2 必修  

介 護 の 基 本 Ⅳ (講義・演習) 30 1 必修  

介 護 の 基 本 Ⅴ (講義・演習) 30 1 必修  

介 護 の 基 本 Ⅵ (講義・演習) 30 1 必修  

コミュニケーション技術 60 
コミュニケーション技術Ⅰ (講義・演習) 30 1 必修  

コミュニケーション技術Ⅱ (講義・演習) 30 1 必修  

生 活 支 援 技 術  300 

生 活 支 援 技 術 Ⅰ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅱ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅲ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅳ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅴ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅵ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅶ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅷ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術 Ⅸ (演習) 30 1 選択  

生 活 支 援 技 術Ⅹ (演習) 30 1 選択  

介 護 過 程 150 

介 護 過 程 Ⅰ (講義・演習) 30 1 必修  

介 護 過 程 Ⅱ (講義・演習) 30 1 必修  

介 護 過 程 Ⅲ (講義・演習) 30 1 必修  

介 護 過 程 Ⅳ (講義・演習) 30 1 必修  

介 護 過 程 Ⅴ (講義・演習) 30 1 必修  

介 護 総 合 演 習  120 
介 護 総 合 演 習 Ⅰ (演習) 30 1 選択  

介 護 総 合 演 習 Ⅱ (演習) 30 1 選択  
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介 護 総 合 演 習 Ⅲ (演習) 30 1 選択  

介 護 総 合 演 習 Ⅳ (演習) 30 1 選択  

介 護 実 習 450 
介 護 実 習 Ⅰ (実習) 270 6 選択  

介 護 実 習 Ⅱ (実習) 180 4 選択  

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み 

発達と老化の理解  60 

人間の成長と老年期の

理解Ⅰ 
(講義) 30 2 選択  

人間の成長と老年期の

理解Ⅱ 
(講義) 30 2 選択  

認 知 症 の 理 解 60 

認知症のこころとからだの

変化Ⅰ 

 

(講義) 30 2 選択  

認知症のこころとからだの

変化Ⅱ 

 

(講義) 30 2 選択  

障 害 の 理 解  60 
障 害 福 祉 Ⅰ (講義) 30 2 選択  

障 害 福 祉 Ⅱ (講義) 30 2 選択  

こころとからだのしくみ 120 

こころとからだのしくみⅠ (講義) 30 2 選択  

こころとからだのしくみⅡ (講義) 30 2 選択  

こころとからだのしくみⅢ (講義) 30 2 選択  

こころとからだのしくみⅣ (講義) 30 2 選択  

医
療
的
ケ
ア 

医 療 的 ケ ア 50 

医 療 的 ケ ア Ⅰ (講義) 30 2 選択  

医 療 的 ケ ア Ⅱ (講義) 30 2 選択  

医 療 的 ケ ア Ⅲ (講義・演習) 30 1 選択  

合計  1,850  1,890    

 


